
第８１号議案 

 

八王子市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律施行条例設定について 

 

 八王子市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条

例を次のとおり設定するものとする。 

 

  平成２６年９月８日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志 

 

 

   八王子市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施

行条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）の施行について、必

要な事項を定めるものとする。 

 （用語） 

第２条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 

 （審査会の委員の定数） 

第３条 法第１５条の規定により設置する八王子市障害支援区分認定審査会の委

員の定数は、１５人以内とする。 

 （法第３６条第３項第１号に規定する条例で定める者） 

第４条 法第３６条第３項第１号に規定する条例で定める者は、法人とする。た

だし、療養介護又は病院若しくは診療所により行われる短期入所に係る指定の

申請については、この限りでない。 

 （法第３８条第３項において準用する法第３６条第３項第１号に規定する条例

で定める者） 



第５条 法第３８条第３項において準用する法第３６条第３項第１号に規定する

条例で定める者は、法人とする。 

 （委任） 

第６条 法令及びこの条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な

事項は、市長が別に定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

 （八王子市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止） 

２ 八王子市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例（平成１８年

八王子市条例第１３号）は、廃止する。 

 


